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申
告
の
期
間
と
会
場

◆
所
得
税

会
場　

鹿
沼
商
工
会
議
所
催
事
ホ
ー
ル

（
鹿
沼
市
睦
町　

‐　

）

２８７

１６

期
間　

２
月
５
日（
火
）～
３
月　

日
１７

（
月
）　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

※
そ
の
ほ
か
の
期
間
は
、
鹿
沼
税
務
署

で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
所
得
税
の
還
付
申
告
は
、
鹿
沼
税
務

署
で
１
月
４
日（
金
）か
ら
受
け
付
け

ま
す
。

◆
市
・
県
民
税
と
所
得
税

会
場
・
期
間　

８
、
９
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

次
の
項
目
に
該
当
す
る
方
は
、
市
役

所
で
は
申
告
受
付
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

鹿
沼
税
務
署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

焔
譲
渡
所
得（
土
地
や
家
屋
、
株
式
の

売
却
な
ど
）
や
山
林
所
得
が
あ
る
方

焔
青
色
申
告
の
方

焔
収
支
内
訳
書
を
作
成
し
て
い
な
い
方

※
鹿
沼
税
務
署
か
ら
申
告
書
用
紙
が
郵

送
さ
れ
た
方
は
、
そ
の
用
紙
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

※
各
会
場
と
も
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

は
申
告
受
付
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
な
ど
は
、
郵
送
で
提
出
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
所
得
税
の
確
定
申
告
書
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
作
成
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書
作
成
コ
ー

所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所
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所
得
税
／
市
・
県
民
税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税

税
の

申
告
は

　
　
　
正
し
く
お
早
め
に
外

申告が必要な方

※税法上の扶養親族のことで、健康保険上の扶養親族とは 

　必ずしも一致しません。

スタート

▼

申告の必要は
ありません。

市・県民税の申告

をしてください。

確定申告をし

てください。

平成２０年１月１日
に日光市に住んで
いましたか？

誰かの扶養
になってい
ますか？※

平成１９年中に
収入がありま
したか？

給与や公的年金な
どの支払報告書が
支払者から市役所
に提出されています
か？

平成２０年１月１日に住
んでいた市町村の税務
担当課に申告が必要か
確認してください。

▼

▼

▼

▼ ▼

はい

はい

はい

はい

はいいいえ

いいえ

いいえ

いいえいいえ

▼▼

　

今
年
も
所
得
税
と
市
・
県
民
税
の
申
告
の
時
期
を
迎
え
ま
し
た
。

　

申
告
期
間
中
は
会
場
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
必
要
な
書
類
の

記
入
な
ど
を
済
ま
せ
て
お
く
な
ど
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

確定申告書が送付されましたか？
所得税の確定申告をしますか？

▼▼

２００８年１月号７

　

申
告
者
本
人
が
心
身
に
障
が
い

の
あ
る
と
き
は
、
障
害
者
控
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
申
告
者
の
配
偶
者
や
生

計
を
共
に
し
て
い
る
親
族
が
心
身

に
障
が
い
の
あ
る
方
で
、
申
告
者

の
扶
養
親
族
と
な
る
場
合
も
障
害

者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
前
年
の
所
得
が　
３８

万
円
以
下
の
方
で
税
法
上
、
他
者

の
扶
養
親
族
と
な
っ
て
お
ら
ず
、

青
色
事
業
専
従
者
給
与
の
支
払
い

を
受
け
る
方
お
よ
び
白
色
申
告
者

の
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
方
を

除
き
ま
す
。

◆
障
害
者
控
除
を
受
け
る
た
め
に

必
要
な
も
の

　

次
の
①
～
⑤
の
い
ず
れ
か
が
必

要
で
す
。

①
身
体
障
害
者
手
帳（
赤
色
の
手

帳
）

②
療
育
手
帳（
緑
色
の
手
帳
）

③
戦
傷
病
者
手
帳（
黒
色
の
手
帳
）

④
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

（
青
色
の
手
帳
）

⑤
市
福
祉
事
務
所
長
が
発
行
す
る

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

障
害
者
控
除
を
受
け
る
に
は

ナ
ー
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

h
ttp
://w
w
w
.n
ta
.g
o
.jp

　

申
告
に
必
要
な
も
の

　

所
得
税
と
市
・
県
民
税
の
申
告
に
必

要
な
も
の
は
次
の
と
お
り
で
す
。
詳
し

く
は
、
広
報
紙
と
一
緒
に
配
布
し
た

「
得
す
る
税
の
情
報
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

①
印
鑑（
認
め
印
）

※
朱
肉
を
使
用
す
る
印
鑑
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

②
申
告
者
本
人
の
金
融
機
関
の
口
座
番

号
が
分
か
る
も
の

※
金
融
機
関
名
・
支
店
名
・
口
座
番
号

を
メ
モ
し
て
く
る
か
、
預
金
通
帳
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

③
収
入
に
関
す
る
書
類

焔
給
与
所
得
者
や
公
的
年
金
受
給
者
…

　

源
泉
徴
収
票（
原
本
に
限
る
）

焔
事
業
所
得
者（
農
業
・
営
業
・
不
動

産
）…
収
支
内
訳
書

※
内
訳
書
の
内
容
を
確
認
さ
せ
て
い
た

だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
収

入
・
支
出
の
分
か
る
帳
簿
や
領
収
書

な
ど
を
一
緒
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

④
控
除
に
関
す
る
書
類（
会
社
の
年
末

調
整
で
提
出
し
た
も
の
は
除
く
）

焔
生
命
保
険
料（
一
般
用
・
個
人
年
金

用
）控
除
や
地
震
保
険
料
控
除
を
受

け
る
場
合
…
保
険
料
や
掛
け
金
の
控

除
証
明
書

※
短
期
損
害
保
険
料（
火
災
・
損
害
・

建
物
更
正
な
ど
）控
除
は
、
平
成　
１８

年
分
を
も
っ
て
終
了
し
ま
し
た
。

※
長
期
損
害
保
険
料
控
除
は
、
平
成　
１８

年　

月　

日
以
前
に
契
約
の
も
の
の

１２

３１

み
有
効
で
す
。

焔
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
場
合

　

国
民
年
金
保
険
料
…
控
除
証
明
書

（
社
会
保
険
事
務
所
で
発
行
）や
領
収

書
な
ど
支
払
い
を
証
明
す
る
書
類

　

国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
…

市
役
所
で
申
告
す
る
場
合
、
申
告
時

に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
市
役
所
以

外
で
申
告
す
る
場
合
、
領
収
書
や
納

付
確
認
書
が
必
要
で
す
。

※
納
付
確
認
書
は
収
税
課
や
税
務
課
、

各
総
合
支
所
税
務
係
、
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
、
各
支
所
・
出
張
所
で

発
行
さ
れ
ま
す
。

※
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
た
介
護
保
険

料
は
、
申
告
者
本
人
以
外
の
社
会
保

険
料
控
除
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

焔
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
、
所
定

の
医
療
費
の
明
細
書
を
作
成
の
上
、

領
収
書
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
医
療
費
の
明
細
書
は
「
得
す
る
税
の

情
報
」
の
中
に
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

⑤
そ
の
ほ
か

焔
扶
養
親
族
が
い
る
場
合
は
申
告
時
に

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

確定申確定申告告

※
手
帳
の
有
無
や
年
齢
の
基
準
日

は
、
平
成　

年　

月　

日
で
す
。

１９

１２

３１

※
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
は
、

厚
生
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係
ま

た
は
、
総
合
支
所
健
康
福
祉
課

で
申
請
に
よ
り
発
行
さ
れ
ま
す
。

◆
⑤
の
認
定
書
が
発
行
さ
れ
る
方

　

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
が

発
行
さ
れ
る
の
は
、
満　

歳
以
上

６５

で
、
そ
の
障
が
い
の
程
度
が
次
の

よ
う
な
身
体
障
が
い
者
や
知
的
障

が
い
者
、
精
神
障
が
い
者
に
準
ず

る
方
で
す
。

焔
常
に
病
床
に
お
り
、
複
雑
な
介

護
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

方
焔
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
方
で
、
そ
の
状
態
が

障
が
い
者
に
準
ず
る
方

※
障
害
者
控
除
は
、
介
護
保
険
被

保
険
者
証
お
よ
び
認
定
決
定
通

知
書
の
提
示
だ
け
で
は
、
適
用

さ
れ
ま
せ
ん
。　

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
に
関

す
る
問
い
合
わ
せ
先

厚
生
福
祉
課　

障
が
い
福
祉
係

☎（　

）５
１
７
４

２１
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受付時間会　場受付日対象地区

午前９時３０分～正午

午後１時～３時
小来川公民館

２月
　１日（金）
　４日（月）

南小来川
宮小来川
東小来川
中小来川
西小来川
滝ケ原

午前９時～正午

午後１時～３時

清滝公民館
　５日（火）
　６日（水）

清滝丹勢町
丹勢町
清滝中安戸町
細尾町
清滝１丁目
　　

～

清滝４丁目

所野コミュニ
ティセンター

　７日（木）
　８日（金）

所野

久次良町公民
館

１２日（火）
１３日（水）

花石町
久次良町
清滝安良沢町

午前９時３０分～正午
午後１時～３時

中宮祠公民館１４日（木）
中宮祠
湯元

午前９時～正午野口公民館

１５日（金）

七里
野口
和泉

午後１時３０分～３時
山久保集会施
設

山久保

　興興全地域対全地域対象象興興

受付時間会　場受付日

午前９時～正午

午後１時～４時

市役所本庁
（第３庁舎３階会議室）

研修センター
（日光総合支所隣）

藤原総合支所藤原税務係

足尾総合支所足尾税務係

栗山総合支所１階会議室

２月１８日（月）
　　

～

３月１７日（月）
（土曜・日曜日
を除く）

※確定申告の受付は、鹿沼税務署長の許可に基づき行って
　いますので、３月１７日（月）までの期間限定です。

　興興日日光光地域地域興興

※
扶
養
親
族
と
は
、
平
成　

年　

月　

１９

１２

３１

日
（
年
の
途
中
で
死
亡
し
た
方
に
つ

い
て
は
そ
の
死
亡
の
日
）に
お
い
て
、

納
税
者
と
生
計
を
共
に
す
る
方（
青

色
事
業
専
従
者
給
与
の
支
払
い
を
受

け
る
人
お
よ
び
白
色
申
告
者
の
事
業

専
従
者
に
該
当
す
る
人
を
除
く
）
の

う
ち
、
平
成　

年
中
の
合
計
所
得
金

１９

額
が　

万
円
以
下
の
方
で
す
。
扶
養

３８

親
族
１
人
に
つ
き
、
１
人
の
納
税
者

の
扶
養
親
族
に
し
か
な
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
親
族
間
で
重
複
す

る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　

申
告
を
し
な
い
と

　

申
告
を
し
な
い
と
あ
ら
ゆ
る
面
で
不

利
に
な
り
ま
す
。
収
入
が
無
く
て
も

「
収
入
ゼ
ロ
」の
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
。

焔
国
民
健
康
保
険
税
低
所
得
者
軽
減
が

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

焔
介
護
保
険
料
の
段
階
判
定
が
正
し
く

算
定
さ
れ
ま
せ
ん
。

焔
保
育
料
や
幼
稚
園
の
就
園
奨
励
費
、

児
童
手
当
な
ど
が
正
し
く
算
定
さ
れ

ま
せ
ん
。

焔
各
種
証
明
書（
所
得
証
明
書
・
住
民

税
決
定
証
明
書
・
非
課
税
証
明
書
）

の
交
付
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

※
市
営
・
県
営
住
宅
に
入
居
さ
れ
て
い

る
方
は
、
後
日
住
民
税
決
定
証
明
書

の
提
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

受付時間会　場受付日対象地区

午前９時～正午

午後１時～４時

塩野室支所
２月
　５日（火）

塩野室

落合公民館　６日（水）落合

豊岡支所　７日（木）豊岡

南原出張所　８日（金）

大沢

大沢支所１２日（火）

市役所本庁
（第３庁舎３階
　会議室）

１３日（水）
　　

～

１５日（金）
今市

※２月５日（火）～１５日（金）の間は、市からはがきや市・県
　民税申告書が届いた方や、６５歳以上の公的年金などの受
　給者の方で所得税が還付になる方が対象です。

　興興今今市市地域地域興興

２００８年１月号９

受付時間会　場受付日対象地区

午前１０時～正午

午後１時～３時

三依支所
２月
　１日（金）

中三依
芹沢
独鈷沢

上三依自治公
民館

　４日（月）
横川
上三依

藤原集会所　５日（火）
藤原
釈迦ケ岳
小原

大原集会所　６日（水）
大原
大原稲荷町
大原市営住宅

自由ケ丘自治
公民館

　７日（木）

自由ケ丘
富士ケ丘
自由ケ丘市営
住宅

川治コミュニ
ティハウス

　８日（金）

五十里
川治
坂本
高原
小網

藤原総合文化
会館

１２日（火）

元湯通り
つつじケ丘
星ケ丘
温泉駅前
松原
さくら通り

鬼怒川コミュ
ニティハウス

１３日（水）鬼怒川（滝）

高徳生活改善
センター

１４日（木）高徳

小佐越地区多
目的集会セン
ター

１５日（金）

小佐越
城の内
柄倉
朝日ケ丘
太陽ファミリー

受付時間会　場受付日対象地区

午前１０時～正午

午後１時～３時

赤倉集会所
２月
　１日（金）

愛宕下
赤倉
南橋

上間藤集会所　４日（月）上間藤

下間藤集会所　５日（火）
上の平
下間藤

野路又集会所　６日（水）
神子内
野路又

中才集会所　７日（木）
砂畑
中才
遠下

　興興藤藤原原地域地域興興　興興足足尾尾地域地域興興

確定申確定申告告

受付時間会　場受付日対象地区

午前１０時～正午

午後１時～３時
湯西川公民館

２月
　１日（金）

湯西川（仲内
・平沢・川戸・
高手）

　４日（月）
湯西川（湯平
・今淵・石上・
沢口・花和）

午前９時３０分～１１時３０分黒部集会所
　５日（火）

黒部

午後１時３０分～　３時３０分土呂部集会所土呂部

午前９時３０分～１１時３０分上栗山集会所
　６日（水）

上栗山

午後１時３０分～　３時３０分川俣集会所川俣

午前９時３０分～１１時３０分若間集会所
　７日（木）

若間

午後１時３０分～　３時３０分川俣温泉集会所川俣温泉

午前１０時～１１時３０分野門集会所
　８日（金）

野門

午後１時３０分～　３時３０分栗山総合支所青柳平

午前９時３０分～１１時３０分日蔭集会所
１３日（水）

日蔭

午後１時３０分～　３時３０分西川集会所西川

午前９時３０分～正午

日向公民館

１４日（木）
日向（大王）

午後１時～３時３０分日向（戸中）

午前９時３０分～正午
午後１時～３時３０分

１５日（金）日向（野尻）

　興興栗栗山山地域地域興興

くわしくは

市・県民税申告について

本庁税務課市民税係　　　　　　☎２１‐５１１３

日光総合支所日光税務係　　　　☎５４‐１１１７

藤原総合支所藤原税務係　　　　☎７６‐４１０３

足尾総合支所足尾税務係　　　　☎９３‐３１１２

栗山総合支所栗山税務係　　　　☎９７‐１１３２

確定申告（所得税）について

鹿沼税務署個人課税第部門　☎０２８９‐６４‐２１５３




